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付録③︓ベンダのプロジェクトマネジメント義務・ユーザの協⼒義
務に関する裁判例の概要 

 

■東京地裁平成 16 年 3 月 10 日判決 

○ベンダのプロジェクトマネジメント責任 

  ベンダは、納入期限までに本件電算システムを完成させるように、本件電算システム開発契約の契

約書及び本件電算システム提案書において提示した開発手順や開発手法、作業工程等に従って開発作

業を進めるとともに、常に進捗状況を管理し、開発作業を阻害する要因の発見に努め、これに適切に

対処すべき義務を負うものと解すべきである。 

そして、システム開発は注文者と打合せを重ねて、その意向を踏まえながら行うものであるから、

被告は、注文者であるユーザのシステム開発へのかかわりについても、適切に管理し、システム開発

について専門的知識を有しないユーザによって開発作業を阻害する行為がされることのないようユー

ザに働きかける義務を負っていたというべきである。 

  

○ユーザの協力義務 

  本件電算システム開発契約は、いわゆるオーダーメイドのシステム開発契約であるところ、このよ

うなオーダーメイドのシステム開発契約では、受託者（ベンダ）のみではシステムを完成させること

はできないのであって、委託者（ユーザ）が開発過程において、内部の意見調整を的確に行って見解

を統一した上、どのような機能を要望するのかを明確に受託者に伝え、受託者とともに、要望する機

能について検討して、最終的に機能を決定し、さらに、画面や帳票を決定し、成果物の検収をするな

どの役割を分担することが必要である。 

  そして、本件電算システム開発契約の契約書は、4 条 1 項において、「ベンダは、ユーザに対し、委

託業務の遂行に必要な資料、情報、機器等の提供を申し入れることができる。資料等の提供の時期、

方法等については、ユーザとベンダが協議して定める。」旨定め、5 条において、「ユーザの協力義務」

として、「ベンダは、4 条に定めるほか、委託業務の遂行にユーザの協力が必要な場合、ユーザに対し

協力を求めることができる。この協力の時期、方法等については、ユーザとベンダが協議して定める。」

旨定めており、ユーザが協力義務を負う旨を明記している。 

  したがって、ユーザは、本件電算システムの開発過程において、資料等の提供その他本件電算シス

テム開発のために必要な協力をベンダから求められた場合、これに応じて必要な協力を行うべき契約

上の義務（協力義務）を負っていたというべきである。 

  

■東京高裁平成 25 年 9 月 26 日判決 

○ベンダのプロジェクトマネジメント責任 

・企画・提案段階 

ベンダとしては、企画・提案段階においても、自ら提案するシステムの機能、ユーザのニーズに対

する充足度、システムの開発手法、受注後の開発体制等を検討・検証し、そこから想定されるリスク

について、ユーザに説明する義務があるというべきである。このようなベンダの検証、説明等に関す

る義務は、契約締結に向けた交渉過程における信義則に基づく不法行為法上の義務として位置づけら

れ、控訴人はベンダとしてかかる義務（この段階におけるプロジェクトマネジメントに関する義務）

を負うものといえる。 

  もっとも、ベンダは、システム開発の対象となるユーザの業務内容等に必ずしも精通しているもの
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ではない。そのため、プロジェクトが開始され、その後の進行過程で生じてくる事情、要因等につい

て、企画・提案段階において漏れなく予測することはもとより困難であり、この段階における検証、

説明等に関する義務も、このような状況における予測可能性を前提とするものである…ユーザにもシ

ステム開発の対象とされる業務の分析とベンダの説明を踏まえ、システム開発について自らリスク分

析をすることが求められるものというべきである。 

  このようなことからすると、企画・提案段階におけるシステム開発構想等は、プロジェクト遂行過

程において得られるであろう情報、その過程で直面するであろう事態等に応じて、一定の修正等があ

ることを当然に想定するものといえ、企画・提案段階の計画どおりシステム開発が進行しないこと等

をもって、直ちに企画・提案段階におけるベンダのプロジェクトマネジメントに関する義務違反があっ

たということはできない。 

  

・システム開発段階 

控訴人は、前記各契約に基づき、本件システム開発を担うベンダとして、被控訴人に対し、本件シ

ステム開発過程において、適宜得られた情報を集約・分析して、ベンダとして通常求められる専門的

知見を用いてシステム構築を進め、ユーザである被控訴人に必要な説明を行い、その了解を得ながら、

適宜必要とされる修正、調整等を行いつつ、本件システム完成に向けた作業を行うこと（プロジェク

ト・マネジメント）を適切に行うべき義務を負うものというべきである。 

  すなわち、システム開発は必ずしも当初の想定どおり進むとは限らず、当初の想定とは異なる要因

が生じる等の状況の変化が明らかとなり、想定していた開発費用、開発スコープ、開発期間等につい

て相当程度の修正を要すること、更にはその修正内容がユーザの開発目的等に照らして許容限度を超

える事態が生じることもあるから、ベンダとしては、そのような局面に応じて、ユーザのシステム開

発に伴うメリット、リスク等を考慮し、適時適切に、開発状況の分析、開発計画の変更の要否とその

内容、更には開発計画の中止の要否とその影響等についても説明することが求められ、そのような説

明義務を負うものというべきである。（中略） 

これらに照らすと、控訴人は、被控訴人と本件最終合意を締結し、本件システム開発を推進する方

針を選択する以上、被控訴人に対し、ベンダとしての知識・経験、本件システムに関する状況の分析

等に基づき、開発費用、開発スコープ及び開発期間のいずれか、あるいはその全部を抜本的に見直す

必要があることについて説明し、適切な見直しを行わなければ、本件システム開発を進めることがで

きないこと、その結果、従来の投入費用、更には今後の費用が無駄になることがあることを具体的に

説明し、ユーザである被控訴人の適切な判断を促す義務があったというべきである。また、本件最終

合意は、前記のような局面において締結されたものであるから、控訴人は、ベンダとして、この段階

以降の本件システム開発の推進を図り、開発進行上の危機を回避するための適時適切な説明と提言を

し、仮に回避し得ない場合には本件システム開発の中止をも提言する義務があったというべきである。

（中略） 

本件システム開発においては、少なくとも、本件最終合意を締結する段階において、本件システム

の抜本的な変更、又は、中止を含めた説明、提言及び具体的リスクの告知をしているとは認めがたい

から、控訴人に義務違反（プロジェクトマネジメントに関する義務違反）が認められるというべきで

ある。しかし、ベンダとして果たすべきプロジェクトマネジメントに関する義務違反につき、故意、

あるいは故意と同視されるような重過失の程度のものがあったということはできない。控訴人の義務

違反は、それに至らない過失の程度のものにとどまるというべきである。 
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■東京高裁平成 26 年 1 月 15 日判決 

○ユーザの協力義務 

ユーザは、顧客であって、システム開発等についての専門的知見を備えているとは認められないの

に対し、ベンダは、システム開発等の専門的知見や経験を備えた専門業者であって、本件新基幹シス

テムに多数の不具合・障害という瑕疵を発生させたのはベンダであることが認められる。外部設計後

に多数の変更を行えば、本件新基幹システムにおける不具合・障害の発生の可能性を増加させ、その

検収完了が遅延するおそれが生じ得ることに照らせば、ユーザがベンダに対し本件新基幹システムに

ついて多数の変更を申し入れたことは、本件ソフトウェア開発個別契約の目的を達成できなくなった

原因の一つであると認められ、その点においてユーザに過失のあることを否定できない。 

  

○ベンダのプロジェクトマネジメント責任 

しかし、本件ソフトウェア開発個別契約においては、ユーザからベンダに対して仕様書等の変更の

申入れがあった場合、その申入れから 14 日以内に、ユーザ及びベンダは変更の内容及びその可否 に

つき協議を行い、変更の可否につき決定するものと約定されており、その期間に協議が調わない場合、

ベンダは、従前の仕様書等に基づき本件業務を遂行するものし、控訴人はこれを了承する旨が約定さ

れていることからすれば、ベンダは、ユーザの変更申入れを応諾する契約上の義務を負わず、契約上

これを拒絶することができる。そして、ユーザがシステム開発等についての専門的知見を備えている

とは認められない顧客であるのに対しベンダは、システム開発等の専門的知見や経験を備えた専門業

者であって、ユーザからの変更の申入れに応じることが、本件新基幹システムにおける不具合・障害

の発生の可能性を増加させ、そのために検収終了時期を大幅に遅延させ、本件ソフトウェア開発個別

契約の目的を達成できなくなる場合においては、本件プロジェクトの業務委託基本契約に基づく善管

注意義務及び本件ソフトウェア開発個別契約における付随的義務として、その専門的知見、経験に照

らして、これを予見した上、ユーザに対し、これを告知して説明すべき義務を負うものであって、な

お、ユーザが変更を求めるときは、これを拒絶する契約上の義務があると認められるのである。そし

て、ベンダにおいて、これを予見することが困難であったとは認められないのであって、ベンダのこ

のような義務違反がユーザの上記過失の一因となっていることが否定できないのである。（中略） 

  しかし、ユーザがシステム開発等についての専門的知見を備えているとは認められない顧客である

のに対し、ベンダは、システム開発等の専門的知見や経験を備えた専門業者であって、ユーザの上記

データ移行作業の不適切さが、本件新基幹システムにおける不具合・障害の発生の可能性を増加させ、

そのためにその検収終了時期を大幅に遅延させ、本件ソフトウェア開発個別契約の目的を達成できな

くなる場合においては、本件プロジェクトの業務委託基本契約に基づく善管注意義務及び本件ソフト

ウェア開発個別契約における付随的義務として、その専門的知見、経験に照らし、これを予見した上、

このような事態を回避するために、ユーザに告知し、ユーザのデータ移行作業に特段の対応が必要で

あるというのであれば、その旨の指摘・指導をすべき義務を負うと認められる。そして、ベンダにお

いて、これを予見することが困難であったとは認められないのであって、ベンダのこのような義務違

反がユーザの上記過失の一因となっていることが否定できないのである。 

 

■東京地裁平成 28 年 4 月 28 日判決 

○ベンダのプロジェクトマネジメント責任 

ベンダは、自らが有する専門的知識と経験に基づき、本件システム開発に係る契約の付随義務とし

て、具体的には、被告は、原告における意思決定が必要な事項や解決すべき必要がある懸案事項等の
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発生の徴候が認められた場合には、それが本格的なものとなる前に、その予防や回避について具体的

に原告に対して注意喚起をすべきであるし、懸案事項等が発生した場合は、それに対する具体的な対

応策及びその実行期限を示し、対応がされない場合に生ずる支障、複数の選択肢から一つを選択すべ

き場合には、対応策の容易性などそれらの利害得失等を示した上で、必要な時期までに原告において

対応することができるように導き、また、原告がシステム機能の追加や変更の要求等をした場合、当

該要求が委託料や納入期限、他の機能の内容等に影響を及ぼすときには原告に対して適時にその利害

得失等を具体的に説明し、要求の撤回、追加の委託料の負担や納入期限の延期等をも含め適切な判断

をすることができるように配慮すべき義務を負っていたということができる。 

（結論として、権限設定及び仕様自体の不適合に関するベンダの付随義務違反を肯定、プログラムの

品質の問題に関するベンダの付随義務違反を否定。） 

 

■札幌高裁平成 29 年 8 月 31 日判決 

○ベンダのプロジェクトマネジメント責任 

…以後は、新たな機能の開発要望はもちろん、画面や帳票、操作性に関わるものも含め、一切の追

加開発要望を出さないという合意（本件仕様凍結合意）を取り付けたものである。このように、ベン

ダは、プロジェクトマネジメント義務の履行として、追加開発要望に応じた場合は納期を守ることが

できないことを明らかにした上で、追加開発要望の拒否（本件仕様凍結合意）を含めた然るべき対応

をしたものと認められる。これを越えて、ベンダにおいて、納期を守るためには更なる追加開発要望

をしないようユーザを説得したり、ユーザによる不当な追加開発要望を毅然と拒否したりする義務が

あったということはできず、ベンダにプロジェクトマネジメント義務の違反があったとは認められな

い。 

  

○ユーザの協力義務 

システム開発はベンダの努力のみによってなし得るものではなく、ユーザの協力が必要不可欠で

あって、ユーザも、ベンダによる本件システム開発に協力すべき義務を負う。そして、この協力義務

は、本件契約上ユーザの責任とされていたもの（マスタの抽出作業など）を円滑に行うというような

作為義務はもちろん、本件契約及び本件仕様凍結合意に反して大量の追加開発要望を出し、ベンダに

その対応を強いることによって本件システム開発を妨害しないというような不作為義務も含まれてい

るものというべきである。 

 

■東京高裁平成 30 年 3 月 28 日判決 

○ベンダのプロジェクトマネジメント責任・ユーザの協力義務 

ベンダは、納入期限までにシステムを完成させるように、契約書等において提示した開発手順や開

発手法、作業工程等に従って開発作業を進めるとともに、常に進捗状況を管理し、開発作業を阻害す

る要因の発見に努め、これに適切に対処し、かつ、ユーザのシステム開発へのかかわりについても、

適切に管理し、システム開発について専門的知識を有しないユーザによって開発作業を阻害する行為

がされることのないよう注文者に働きかける義務を負い、他方、ユーザは、システムの開発過程にお

いて、資料等の提供その他システム開発のために必要な協力をベンダから求められた場合、これに応

じて必要な協力を行うべき契約上の義務（協力義務）を負っているというべきである。 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


